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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和1年10月10日(2019.10.10)

【公表番号】特表2018-532881(P2018-532881A)
【公表日】平成30年11月8日(2018.11.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-043
【出願番号】特願2018-512962(P2018-512962)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  37/06     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   37/06     　　　Ｚ
   Ｂ２３Ｋ   35/30     ３４０Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月27日(2019.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦＣＣ－ＢＣＣ遷移温度が約９５０Ｋ以下のマトリクスと、
　ビッカース硬さが約１０００以上の極めて硬質な粒子と
を含み、
　前記極めて硬質な粒子が、
　　約５モル％よりも大きい極硬質粒子画分と、
　　約２００Ｋ以下の極硬質粒子融解幅と
を有する、合金。
【請求項２】
　前記マトリクスが、少なくとも約７モル％のクロムを含む、請求項１に記載の合金。
【請求項３】
　前記マトリクスにおける、少なくとも約９０％の体積分率オーステナイトと、
　約５体積％以上の極めて硬質な粒子の画分と、
　約１．５ｇ以下のＡＳＴＭ　Ｇ６５摩耗損失と、
　約１．０３μ以下の相対透磁率と、
　ＡＳＴＭ　Ｇ３１に準拠した、塩水における、約５ｍｐｙ以下の耐腐食性と
を有し、
　前記マトリクスが、該マトリクスの形成温度を超える約２００Ｋよりも高い温度で形成
され始める極めて硬質な粒子を１つも含まない、請求項１に記載の合金。
【請求項４】
　さらに、鉄と、以下の元素（重量％）：
Ｃ：約２．５～約４．５、
Ｃｒ：約１１．５～約１６．５、
Ｍｎ：約８．５～約１４．５、及び
Ｖ：約１０．０～約１６．０
とからなる、請求項１に記載の合金。
【請求項５】
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　パウダーである、請求項１に記載の合金。
【請求項６】
　合金を形成するパウダー供給原料が、鉄と、以下の元素（重量％）：
Ｃ：３．０，Ｃｒ：１２．０，Ｍｎ：１２．０，Ｖ：１５．０；
Ｃ：４．０、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１２．０、Ｖ：１５．０；
Ｃ：４．０、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１３．４、Ｖ：１５．１；
Ｃ：３．０、Ｃｒ：１２．１、Ｍｎ：９．８、Ｖ：１４．９；
Ｃ：３．８、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１３．７、Ｖ：１４．７；
Ｃ：２．８、Ｃｒ：１２．５、Ｍｎ：１０．４、Ｖ：１５．３；
Ｃ：３．９、Ｃｒ：１６．１、Ｍｎ：１４．０、Ｖ：１５．６；
Ｃ：２．９、Ｃｒ：１２．１、Ｍｎ：９．６、Ｖ：１４．４；
Ｃ：２．６、Ｃｒ：１１．９、Ｍｎ：１１．６、Ｖ：１０．０；又は
Ｃ：２．６、Ｃｒ：１１．９、Ｍｎ：８．５、Ｖ：１０．６
とからなる、請求項１に記載の合金。
【請求項７】
　請求項１に記載の合金がハードフェーシング層として適用されてなる、ドリルパイプ工
具ジョイント、ドリルカラー、ダウンホール安定部、又は方向掘削アプリケーションにて
使用される油田構成部。
【請求項８】
　少なくとも約９０％の体積分率オーステナイトからなるマトリクスと、
　ビッカース硬さが約１０００以上の極めて硬質な粒子と
を含み、
　前記極めて硬質な粒子が、
　　約５体積％以上の画分と、
　　約２００Ｋ以下の極硬質粒子融解幅と
を有し、
　前記マトリクスが、該マトリクスの形成温度を超える約２００Ｋよりも高い温度で形成
され始める極めて硬質な粒子を１つも含まない、合金。
【請求項９】
　前記マトリクスが、少なくとも約７重量％のクロムを含む、請求項８に記載の合金。
【請求項１０】
　さらに、鉄と、以下の元素（重量％）：
Ｃ：約２．５～約４．５、
Ｃｒ：約１１．５～約１６．５、
Ｍｎ：約８．５～約１４．５、及び
Ｖ：約１０．０～約１６．０
とからなる、請求項８に記載の合金。
【請求項１１】
　パウダーである、請求項８に記載の合金。
【請求項１２】
　合金を形成するパウダー供給原料が、鉄と、以下の元素（重量％）：
Ｃ：３．０，Ｃｒ：１２．０，Ｍｎ：１２．０，Ｖ：１５．０；
Ｃ：４．０、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１２．０、Ｖ：１５．０；
Ｃ：４．０、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１３．４、Ｖ：１５．１；
Ｃ：３．０、Ｃｒ：１２．１、Ｍｎ：９．８、Ｖ：１４．９；
Ｃ：３．８、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１３．７、Ｖ：１４．７；
Ｃ：２．８、Ｃｒ：１２．５、Ｍｎ：１０．４、Ｖ：１５．３；
Ｃ：３．９、Ｃｒ：１６．１、Ｍｎ：１４．０、Ｖ：１５．６；
Ｃ：２．９、Ｃｒ：１２．１、Ｍｎ：９．６、Ｖ：１４．４；
Ｃ：２．６、Ｃｒ：１１．９、Ｍｎ：１１．６、Ｖ：１０．０；又は
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Ｃ：２．６、Ｃｒ：１１．９、Ｍｎ：８．５、Ｖ：１０．６
とからなる、請求項８に記載の合金。
【請求項１３】
　請求項８に記載の合金がハードフェーシング層として適用されてなる、ドリルパイプ工
具ジョイント、ドリルカラー、ダウンホール安定部、又は方向掘削アプリケーションにて
使用される油田構成部。
【請求項１４】
　約１．５ｇ以下のＡＳＴＭ　Ｇ６５摩耗損失と、
　約１．０３μ以下の相対透磁率と、
　ＡＳＴＭ　Ｇ３１に準拠した、塩水における、約５ｍｐｙ以下の耐腐食性と
を有し、
　ビッカース硬さが約１０００以上の極めて硬質な粒子を含み、
　前記極めて硬質な粒子が、
　　約５体積％以上の画分と、
　　約２００Ｋ以下の極硬質粒子融解幅と
を有する、合金。
【請求項１５】
　溶接のままのハードフェーシング層として形成された前記合金が、クラッキングを全く
起こさない、請求項１４に記載の合金。
【請求項１６】
　さらに、鉄と、以下の元素（重量％）：
Ｃ：約２．５～約４．５、
Ｃｒ：約１１．５～約１６．５、
Ｍｎ：約８．５～約１４．５、及び
Ｖ：約１０．０～約１６．０
とからなる、請求項１４に記載の合金。
【請求項１７】
　パウダーである、請求項１４に記載の合金。
【請求項１８】
　合金を形成するパウダー供給原料が、鉄と、以下の元素（重量％）：
Ｃ：３．０，Ｃｒ：１２．０，Ｍｎ：１２．０，Ｖ：１５．０；
Ｃ：４．０、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１２．０、Ｖ：１５．０；
Ｃ：４．０、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１３．４、Ｖ：１５．１；
Ｃ：３．０、Ｃｒ：１２．１、Ｍｎ：９．８、Ｖ：１４．９；
Ｃ：３．８、Ｃｒ：１６．０、Ｍｎ：１３．７、Ｖ：１４．７；
Ｃ：２．８、Ｃｒ：１２．５、Ｍｎ：１０．４、Ｖ：１５．３；
Ｃ：３．９、Ｃｒ：１６．１、Ｍｎ：１４．０、Ｖ：１５．６；
Ｃ：２．９、Ｃｒ：１２．１、Ｍｎ：９．６、Ｖ：１４．４；
Ｃ：２．６、Ｃｒ：１１．９、Ｍｎ：１１．６、Ｖ：１０．０；又は
Ｃ：２．６、Ｃｒ：１１．９、Ｍｎ：８．５、Ｖ：１０．６
とからなる、請求項１４に記載の合金。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の合金がハードフェーシング層として適用されてなる、ドリルパイプ
工具ジョイント、ドリルカラー、ダウンホール安定部、又は方向掘削アプリケーションに
て使用される油田構成部。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００５６】
　第２の微細構造的基準は、極めて硬質な粒子の総測定体積分率［３０２］に関する。い
くつかの実施態様においては、前記合金は、少なくとも５体積％（又は、少なくとも約５
体積％）の極めて硬質な粒子を保有し得る。いくつかの実施態様においては、前記合金は
、少なくとも１０体積％（又は、少なくとも約１０体積％）の極めて硬質な粒子を保有し
得る。いくつかの実施態様においては、前記合金は、少なくとも１５体積％（又は、少な
くとも約１５体積％）の極めて硬質な粒子を保有し得る。


	header
	written-amendment

